
 

告示第３３号 

 

大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の廃止の届出について 

 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５項の規定により、

大規模小売店舗に係る廃止の届出があったので、同条第６項の規定により、次のと

おり告示する。 

 

  平成２９年２月１日 

 

尾道市長 平 谷 祐 宏 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

   名称  天満屋ハピータウン向島店 

   所在地 尾道市向島町字四軒島５５３２番８外 

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代

表者の氏名 

   名称 有限会社サエキ 代表取締役 佐伯 達也 

   住所 広島県尾道市向島町５５３６番地 

３ 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計 

   ５，７０７㎡ 

４ 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計 

   ０㎡ 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が１，０００平方メートル以下となる日 

   平成２９年１月１５日 

６ 廃止する理由 

   退店のため 

７ 届出年月日 

   平成２９年１月３１日 

  


